
 

議案第４号 

   大網白里市職員定数条例の一部を改正する条例の制定について 

 大網白里市職員定数条例の一部を改正する条例を次のように制定する。 

  令和８年６月５日提出 

大網白里市長  金 坂  昌 典   

 

   大網白里市職員定数条例の一部を改正する条例 

 大網白里市職員定数条例（昭和３１年条例第２２号）の一部を次のように改

正する。 

 第２条第２号中「４人」を「５人」に改める。 

   附 則 

 この条例は、公布の日から施行し、令和８年４月１日から適用する。 


